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「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく
土器川の減災に係る取組

（地域の取組方針）

減災に係る取組項目の５ヶ年取組結果について

土器川大規模氾濫に関する減災対策協議会



 平成28年度に策定した「土器川の減災に係る取組方針」（緊急行動計画）について、目標の５ヶ年（令和２年度）が終了。
 取組項目No.1～No.35について、関係機関が設定した「取組項目総数４２６」に対して、「着手・実施した取組総数３９５（着手・実施率９３％）」

を達成。
 現時点で未着手・未実施の取組項目は、『流域治水プロジェクト』に位置付けて、令和３年度以降も着手・実施に向けて取り組みを推進する。

「土器川の減災に係る取組方針」（緊急行動計画）の５カ年取組結果のまとめ

項目 取組番号 着手・実施状況 未着手・未実施の取組番号 今後の取組推進について

１）水害に対する安全性の向上および危機意識の向上とともに、迅速かつ的確な避難行動のための取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

No.１ 済み ・ハード対策のため、流域治水プロジェクトに位置付け、さらに推進

■危機管理型ハード対策

No.２ 済み ・ハード対策のため、流域治水プロジェクトに位置付け、さらに推進

■情報伝達、避難計画等に関する取組

No.３～１４

済み：５/１２

未着手・未実施：７/１２ No.６、No.７、No.９、No.１１、No.１２、No.１３、No.１４

・「危険情報、災害情報、避難情報等の取得、情報伝達方法の改善」をさらに推進
・「多機関連携型タイムライン」の利用推進
・「近隣市町との連携による広域避難場所の設定」の推進
・「住民避難の支援ツール（避難マニュアル、マイタイムライン等）の整備」をさらに推進

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

No.１５～２２
済み：７/８

未着手・未実施：１/８ No.１７ ・「避難所誘導や危険情報の標識の設置等」をさらに推進

■地域連携体制の強化に関する取組

No.２３～２４
済み：１/２

未着手・未実施：１/２ No.２３ ・「地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携した取組」をさらに推進

２）洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための的確かつ効率的な水防活動の取組

■水防活動の効率化および水防体制の強化に関する取組

No.２５～２９
済み：４/５

未着手・未実施：１/５ No.２８ ・「水防ポータル」の周知、利用を促進

■県・市町庁舎、災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する取組

No.３０～３１ 済み ・流域におけるハード対策については、流域治水プロジェクトに位置付け、さらに推進

３）一刻も早い生活再建、社会経済活動の回復を可能とするための排水活動、施設整備（防災機能の維持）の取組

■排水活動の強化に関する取組

No.３２～３３ 済み

■排水施設の整備に関する取組

No.３４ 済み ・流域におけるハード対策のため、流域治水プロジェクトに位置付け、さらに推進

■生活再建に関する取組

No.３５ 済み

「土器川の減災に係る取組方針」の着手・実施状況と今後の取組推進について
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○令和2年度時点の取組状況（詳細版）と取組項目仕分け（案）について ：ハード対策（流域治⽔に位置付け案） ：未着⼿・未実施の取組が含まれる取組項⽬

実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期

■洪水を河川内で安全に流す対策

■危機管理型ハード対策

■情報伝達、避難計画等に関する取組

5
・国・県が発信する動画等の情報をリアルタイムで
共有するため、光ファイバー網の整備および市町
との情報共有ネットワークの整備

H1、H3
丸亀市、宇多津町、
香川県、四国地整

・光ファイバー接続済み
●
実施済み

－ ー － ー
・光ファイバー網の整備
（大束川水位、潮位の映像監視用）

●
令和2年度
実施

－ ー － ー ・光ファイバー接続済み
●
実施済み

6
・早期に内水氾濫が発生する地区に対して、行政
および地域住民が災害情報をいち早く取得するた
め、内水センサー・カメラの整備

B2、B3 丸亀市、宇多津町

・内水地区に内水センサー・カメラの
設置を検討（市の横断的組織である
排水対策連絡会においてカメラ等の
設置を検討）
・中讃ケーブルテレビがカメラを試験
的に西汐入川に設置（H30）

〇
令和7年度
までに実施
●
実施済み
（H30試験）

－ ー － ー
デジタル防災行政無線システムの更
新時に高所カメラ設置により、内水氾
濫地域、潮位の情報を映像で取得

●
令和2年度

－ ー － ー － ー

7

・危険情報、災害情報、避難情報等のリアルタイ
ム情報を地域全体で迅速かつ確実に共有するた
め、国～県～市町～住民の連携による情報伝達
方法の改善

A11、
G3、

G5、G6

全市町、香川県、気
象台、国土地理院、
四国地整

・情報伝達体制の改善（災害対策（水
防）本部における専門部局の設置）
・住民との双方向連携方法の検討（Ｆ
Ｂ、ＨＰによる確実な情報発信）

●
引き続き実
施

・情報伝達体制の改善（住民～市町
～県～国の双方向連携）
・ＳＮＳ（Twitter）の活用促進

●
引き続き実
施

・情報伝達体制の再確認とツールの
整理統合による改善
・機器の定期点検

●
引き続き実
施

・情報伝達体制の改善（住民～市町
～県～国の双方向連携）
・ＳＮＳ（Facebook）の活用促進
・水防団、自治会長との情報共有

●
引き続き実
施

・情報伝達体制の改善（住民～市町
～県～国の双方向連携）
・防災行政無線、防災ラジオの活用
促進（民生委員や自治会単位での定
期的説明会の開催）

●
引き続き実
施

・情報伝達体制の改善（住民～市町
～県～国の双方向連携）
・防災行政無線の試験放送、活用促
進

●
引き続き実
施

・情報伝達体制の改善（住民～市町
～県～国の双方向連携）
・県防災情報システムの活用促進と、
音声告知放送による迅速な住民周知
・国の光ファイバー網に接続し、リアル
タイムの情報を共有できる体制の整
備

●
引き続き実
施（1･2番目
の実施内
容）
●
実施済み

8

・被害情報、交通規制、避難所開設等のリアルタ
イム情報（位置情報）を一括管理し、迅速な対応
を図るため、「かがわ防災Webポータル」の活用お
よび機能向上

A2、
A4、
A5

丸亀市、坂出市、善
通寺市、宇多津町、
多度津町、香川県

・「かがわ防災Webポータル」の活用
●
引き続き実
施

・「かがわ防災Webポータル」の活用
●
引き続き実
施

・「かがわ防災Webポータル」の活用
検討

●
引き続き実
施

・「かがわ防災Webポータル」の活用
検討

●
引き続き実
施

－ ー ・「かがわ防災Webポータル」の活用
●
引き続き実
施

－ ー

9

・危険情報、災害情報、避難情報等のリアルタイ
ム情報を確実に地域住民に伝達するため、アナロ
グ手法とデジタル手法による複数の情報伝達手段
の導入
・＜緊急行動計画＞ＩＣＴを活用した洪水情報の
提供（プッシュ型配信等）

A3～
8、

A10、
A12

全市町、香川県、気
象台、四国地整

・サイレンによる避難指示の周知
・防災ラジオについては、新たな選択
肢も含め再検討
・Facebookによる情報発信は対応可
能であるので、今後は、ツイッターにつ
いての導入を検討
・洪水情報のプッシュ型配信
・防災行政無線を新たに増設（3基）

●
引き続き実
施
○
令和3年度
以降（2・3番
目の実施内
容）
●
令和元年度
（5番目の実
施内容）

・ＳＮＳを活用した避難情報の確認
・洪水情報のプッシュ型配信

●
引き続き実
施

・サイレンによる情報提供（サイレン・
パターンの変更）
・ＳＮＳ（Facebook）を活用した避難情
報の確認
・洪水情報のプッシュ型配信

●
引き続き実
施

・アナログ手法による情報提供手段の
導入
・防災ラジオの配布（費用一部負担）
・デジタル防災行政無線の更新（令和
2年度）
・ＳＮＳを活用した避難情報・安否情報
の確認
・聴覚障害者、外国人等への対応
（避難所の受付にピクトグラム、英語で
の表記を掲示）
・洪水情報のプッシュ型配信
・指定避難所4ヶ所にＷｉＦｉ設備設置

●
引き続き実
施

・アナログ手法による情報提供手段の
導入
・防災ラジオの配布（費用一部負担）
・デジタル防災行政無線の拡充（戸別
受信機の配布等）
・洪水情報のプッシュ型配信

●
引き続き実
施

・アナログ手法による情報提供手段の
導入
・ＳＮＳを活用した避難情報・安否情報
の確認
・洪水情報のプッシュ型配信
・防災行政無線放送確認ダイヤルの
導入・周知を実施

●
引き続き実
施

・アナログな手法による情報提供手段
の導入（消防団、広報車等による広
報活動）
・音声告知放送の個別受信器の普及
・ＳＮＳを活用した避難情報・安否情報
の確認
・聴覚障害者、外国人等への対応
・洪水情報のプッシュ型配信

●
引き続き実
施（1,2,5番
目の実施内
容）
○
他部局と協
議の上、令
和７年度ま
でに検討実
施（3,4番目
の実施内
容）

10
・地域で発生している危険情報や災害情報をいち
早く収集し、迅速な対応を図るため、地域協力（民
間企業との連携）による情報収集・発信

C4、
C5、F4

全市町
・タクシー会社等と情報提供にかかる
協定締結の検討

●
引き続き実
施

・地域協力による情報収集・発信（民
間企業との連携）

●
引き続き実
施

・郵便局との情報共有協定締結
●
引き続き実
施

・郵便局との情報共有協定締結
●
引き続き実
施

・郵便局との情報共有協定締結
●
引き続き実
施

・郵便局との情報共有協定締結
・他の民間企業とも協定を検討中

●
引き続き実
施

・地域協力による情報収集・発信（危
険箇所等について、自主防災組織、
消防団から情報収集）
・消防団と連携した災害発生時の被
害状況の確認

●
引き続き実
施

・時間軸に応じた避難指示等の発令に着目した水
害対応タイムライン（防災行動計画）の作成・運
用・検証・改善

全市町、気象台、四
国地整

・土器川を対象としたタイムライン（丸
亀市版）の運用

●
引き続き実
施

・土器川を対象としたタイムライン（坂
出市版）の運用

●
引き続き実
施

・土器川を対象としたタイムライン（善
通寺版）の運用

●
引き続き実
施

・土器川を対象としたタイムライン（宇
多津町版）の運用

●
引き続き実
施

・土器川を対象としたタイムライン（琴
平町版）の運用

●
引き続き実
施

・土器川を対象としたタイムライン（多
度津町版）の運用

●
引き続き実
施

・土器川を対象としたタイムライン（ま
んのう町版）の運用

●
引き続き実
施

・＜緊急行動計画＞迅速かつ効率的な防災行動
の実施を目指し、様々な関係者による多様な防
災行動を対象とした「多機関連携型タイムライン」
の作成と訓練の実施

丸亀市、坂出市、宇
多津町、琴平町、多
度津町、まんのう
町、香川県、気象
台、四国地整

・様々な関係者による多様な防災行
動を対象とした「多機関連携型タイム
ライン」の作成と訓練の実施

●
引き続き実
施

・様々な関係者による多様な防災行
動を対象とした「多機関連携型タイム
ライン」の作成と訓練の実施

○
令和５年度
までに実施

－ ー
・様々な関係者による多様な防災行
動を対象とした「多機関連携型タイム
ライン」の作成と訓練の実施

○
令和５年度
までに実施

・様々な関係者による多様な防災行
動を対象とした「多機関連携型タイム
ライン」の作成と訓練の実施

○
令和５年度
までに実施

・様々な関係者による多様な防災行
動を対象とした「多機関連携型タイム
ライン」の作成と訓練の実施

○
令和５年度
までに実施

・様々な関係者による多様な防災行
動を対象とした「多機関連携型タイム
ライン」の作成と訓練の実施

○
令和５年度
までに実施

12
・洪水時の避難指示等の発令時は指定避難所へ
の避難を原則とした上で、逃げ遅れた場合の一時
避難場所（三階建て以上）の設定

D4、F4 丸亀市、宇多津町
・地域コミュニティと協議の上、指定
緊急避難場所（３階建て以上）の検
討

○
令和7年度
までに実施

－ ー － ー
・一時避難場所（３階建て以上）の設
定
・一時避難場所の追加

●
引き続き実
施
●
令和2年度
実施

－ ー － ー － ー

13 ・大規模水害による広域的な浸水を想定した近隣
市町との連携による広域避難場所の設定

D１、
D6、

D8、E5

丸亀市、宇多津町、
多度津町、まんのう
町、四国地整

・近隣市町と広域避難についての協
議、検討

○
令和7年度
までに実施

－ ー － ー
・近隣市町と広域避難についての協
議、検討

○
令和7年度
までに実施

－ ー ・広域避難場所を検討中
○
令和4年度
までに実施

・新基準の浸水想定区域（H28年度
に土器川、R1年度に金倉川）をもとに
した、広域避難場所等の設定

○
令和3年度
以降に導入
を検討

14
・地域住民の避難行動および避難所運営を支援
するため、複合災害の想定による住民目線での避
難支援体制や支援ツールの整備

A9、
A10、
B1、C1
～5、
D2、
D3、

D7、E1
～6、
F1、F3

全市町、四国地整

・避難行動要支援者名簿個別計画を
作成中
・上記計画の作成後に要支援者を含
めた避難行動計画を作成予定
・避難所運営マニュアルの見直し
・住民の避難準備・行動アクション
カードづくり、住民タイムラインのリーフ
レット（避難カード）の作成支援・活用・
配布
・マイタイムラインの作成要領、ひな形
等をホームページに掲載
・全ての自主防災組織における地区
防災計画の作成

●
引き続き実
施
●
令和2年度
末で1地区
作成済（令
和５年度ま
でに全地区）
（6番目の実
施内容）

・災害時要配慮者や避難者の避難支
援体制の整備
・避難所運営マニュアルの作成
・住民の避難準備・行動アクション
カードづくり、住民タイムラインのリーフ
レット（避難カード）の活用・配布
・洪水ハザードマップの啓発面にマイ・
タイムラインの作成欄を記載

●
引き続き実
施（1・3番目
の実施内
容）
●
平成29年度
（2番目の実
施内容）
●
令和2年度
（4番目の実
施内容）

・災害時要配慮者や避難者の避難支
援体制の整備（避難確保マニュアル
策定、福祉避難所の拡充）
・避難行動に関する相談支援強化
・避難所運営マニュアル作成支援
・web等による住民タイムラインの周知

●
引き続き実
施（1･2番目
の実施内
容）
○
令和3年度
に実施（3番
目の実施内
容）
○
令和3年度
以降に実施
（4番目の実
施内容）

・災害時要配慮者や避難者の避難支
援体制の検討
・避難行動マニュアルの作成
・避難所運営マニュアルの作成
・住民の避難準備・行動アクション
カードづくり、住民タイムラインのリーフ
レット（避難カード）の活用・配布

●
引き続き実
施（1・2･3番
目の実施内
容）
●
令和2年度
以降順次実
施（4番目の
実施内容）

・災害時要配慮者や避難者の避難支
援体制の整備
・避難行動マニュアルの作成
・住民の避難準備・行動アクション
カードづくり、住民タイムラインのリーフ
レット（避難カード）の活用・配布
・比較的防災に関心の高い地域と2回
に渡って、会を開き避難行動に対す
る方針を構築（他地区にも広めていく
予定）
・全町一斉の避難訓練（要配慮者を
含めて安否確認等も含む）の実施

●
引き続き実
施

・災害時要配慮者や避難者の避難支
援体制の整備（検討中）
・避難行動マニュアルの作成
・避難所運営マニュアルの作成
・住民の避難準備・行動アクション
カードづくり、住民タイムラインのリーフ
レット（避難カード）の活用・配布

●
引き続き実
施（1・3番目
の実施内
容）
○
令和6年度
までに実施
（2･4番目の
実施内容）

・災害時要配慮者や避難者の避難支
援体制の整備（避難行動要支援対象
者の調査実施）
・避難行動マニュアル（住民タイムライ
ン）の作成
・個別（先行開設避難所に指定）避難
所運営マニュアルの作成
・避難行動マニュアルと同時進行で
リーフレット等を作成

●
引き続き実
施（1･3番目
の実施内
容）
○
令和３年度
以降に実施
（2･4番目の
実施内容）

   ⾚字：令和2年度の取組状況を反映した更新箇所 ●：実施中（実施済み）　　○：実施予定　　－：対象なし　　　　　：取組主体外

11 C1

まんのう町

１）水害に対する安全性の向上および危機意識の向上とともに、迅速かつ的確な避難行動の
ための取組

丸亀市 坂出市 善通寺市 宇多津町 琴平町 多度津町
項目

事項
取組
番号

内容
課題の
対応

取組主体



○令和2年度時点の取組状況（詳細版）と取組項目仕分け（案）について ：ハード対策（流域治⽔に位置付け案） ：未着⼿・未実施の取組が含まれる取組項⽬

実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

16 ・想定最大規模の洪水を対象とした水害ハザード
マップの作成・公表

D5、D8 全市町、四国地整
・想定最大規模の洪水を対象とした
ハザードマップの作成

●
令和2年度

・想定最大規模の洪水を対象とした
ハザードマップの作成（R2.10)

●
令和2年度

・想定最大規模の洪水を対象とした
ハザードマップの作成（市総合ハザー
ドマップに土器川浸水想定区域図の
Webリンク先を掲載）

●
平成29年度

・想定最大規模の洪水を対象とした
ハザードマップの作成

●
令和2年度

・想定最大規模の洪水を対象とした
ハザードマップの作成

●
令和2年度

・想定最大規模の洪水を対象とした
ハザードマップの作成・配布（土器川・
金倉川）

●
令和2年度

新基準の洪水をもとにしたハザード
マップの作成（令和元年12月末に完
成、令和2年2月配布済み）

●
実施済み

17

・地域住民や滞在者に対して、地域の危険性や避
難所の情報を周知するため、避難所誘導や危険
情報の標識の設置（情報を「まちなか」に表示する
「まるごとまちごとハザードマップ」の整備）

A12、
D2

丸亀市、宇多津市、
多度津町、まんのう
町

・避難所誘導や危険情報の標識の設
置

●
引き続き実
施（令和5年
度まで）

－ ー － ー
・避難所誘導や危険情報の標識の設
置…避難場所（コミュ分館等）に災害
種別ごとの看板設置

○
令和4年度
以降実施

－ ー ・標識の設置
●
平成29年度

・避難所誘導や危険情報の標識の設
置、更新

○
令和3年度
以降に検討
予定

18

・わかりやすい防災情報を発信するとともに、防災
意識の向上を図るため、きめ細やかな防災情報の
提供
・＜緊急行動計画＞危険レベルの統一化等によ
る災害情報および防災施設の機能に関する情報
提供の充実

A3、
A9、E2

全市町、香川県、気
象台、四国地整

・広報紙への掲載、出前講座の実
施、防災訓練での啓発等

●
引き続き実
施

・情報発信時の「危険度の色分け」や
「警報級の現象」等の改善
・広報資料の作成・配布

●
引き続き実
施

・広報資料の配布
・善通寺市総合ハザードマップを作成
し、各戸配布（今後も継続的に更新）

●
引き続き実
施

・広報資料（防災減災マニュアル）の
作成・配布

●
引き続き実
施

・広報資料の作成・配布
・広報に警戒レベルの説明文を掲載
し、自治会、団体、学校で講演形式で
の警戒レベルの解説・周知（毎月広
報誌に防災に関するコラムを掲載）

●
引き続き実
施

・広報資料の作成・配布
・防災のしおり「防災ＭＡＸ」を作成・配
布（H30）

●
引き続き実
施

・広報資料の作成・配布
・出前講座による災害に対する知識
等（新たに作成したハザードマップ説
明）の啓発活動

●
引き続き実
施

・地域住民が防災情報を取得・活用しやすくする
ため、「かがわ防災Webポータル」等のインター
ネット情報・サービスの周知、利用促進

全市町、香川県

・「かがわ防災Webポータル」、「かが
わ減災プロジェクト」の周知、利用促進
・防災情報メールの利用促進
・災害用伝言サービスの利用促進
・「かがわ防災Webポータル」を活用し
たマイ防災マップの作成支援

●
引き続き実
施

・「かがわ防災Webポータル」の周知、
利用促進
・防災情報メールの利用促進
・災害用伝言サービスの利用促進
・「かがわ防災Webポータル」を活用し
たマイ防災マップの作成支援

●
引き続き実
施

・「善通寺市防災ポータル」の周知、
利用促進
・防災情報メールのサービスの周知
(ハザードマップ)
・災害用伝言サービスの利用促進
・「かがわ防災Webポータル」のサービ
スの周知(ハザードマップ)

●
引き続き実
施

・「かがわ防災Webポータル」、「かが
わ減災プロジェクト」の周知、利用促進
・防災情報メールの利用促進
・災害用伝言サービスの利用促進
・「かがわ防災Webポータル」を活用し
たマイ防災マップの作成支援の情報
提供

●
引き続き実
施

・防災情報メールの利用促進
・災害用伝言サービスの利用促進
・広報誌への掲載による周知
・自治会への防災の出前講座の実施

●
引き続き実
施

・防災のしおりにて、「かがわ防災Web
ポータル」、防災情報メール、災害用
伝言サービスを周知
・「かがわ防災Webポータル」を活用し
たマイ防災マップの作成支援

●
引き続き実
施

・「かがわ防災Webポータル」、「かが
わ減災プロジェクト」の周知、利用促進
・防災情報メールの利用促進
・災害用伝言サービスの利用促進
・防災出前講座による情報の周知啓
発

●
引き続き実
施

・＜緊急行動計画＞洪水や土砂災害リスクを重
ねてみれる「重ねるハザードマップ」情報の周知、
利用促進

丸亀市、坂出市、宇
多津町、琴平町、多
度津町、まんのう
町、香川県、
四国地整

・「重ねるハザードマップ」を市ホーム
ページにリンク掲載

●
実施済み

・洪水や土砂災害リスクを重ねてみれ
る「重ねるハザードマップ」情報の周
知、利用促進

●
令和2年度

－ －
・総合防災ハザードマップで洪水ハ
ザードマップに土砂災害警戒区域を
重ねて作成

●
令和2年度

・既存の土砂災害ハザードマップに浸
水想定ハザードが確認可能

●
引き続き実
施

・洪水や土砂災害リスクを重ねてみら
れる「重ねるハザードマップ」情報の周
知、利用促進（町ホームページ上に
掲載）

●
引き続き実
施

・防災出前講座による「重ねるハザー
ドマップ」情報の周知

●
引き続き実
施

・地域防災力の向上のため、地域防災リーダーの
育成や、防災関係機関と地域コミュニティが連携
した防災教育と避難訓練の仕組みづくり

全市町、香川県、気
象台

・防災士等と連携した地域防災リー
ダー育成仕組みづくり（丸亀市自主防
災会等連絡協議会による研修会等の
実施）
・防災関係機関と地域コミュニティが
連携した防災教育の仕組みづくり
・防災関係機関と地域コミュニティが
連携した避難訓練の仕組みづくり
・今後2～3年ごとに市内で防災士養
成講座を開催し、防災士を育成（令
和元年度新たに45名誕生）

●
引き続き実
施

・防災士等と連携した地域防災リー
ダー育成の仕組みづくり（リーダー研
修会の実施）
・防災関係機関と地域コミュニティが
連携した防災教育の仕組みづくり
・防災関係機関と地域コミュニティが
連携した避難訓練の仕組みづくり
・広報誌やＳＮＳを活用した継続的な
防災教育の実施（市広報誌・コミュニ
ティFMにおいて定期的な情報発信）

●
引き続き実
施

・防災士等と連携した地域防災リー
ダー育成の仕組みづくり

●
引き続き実
施

・自治会連合会防災訓練の実施
・広報誌やＳＮＳを活用した継続的な
防災教育の実施
・総務省災害伝承10年プロジェクトの
活用
・震災語り部防災講演会の実施
（H30、R1、R2）

●
引き続き実
施

・広報誌（毎月の防災記事・コラムの
掲載）やＳＮＳを活用した継続的な防
災教育の実施
・自治会単位・団体・全小学校・中学
校で防災出前講座を実施

●
引き続き実
施

・防災士等と連携した地域防災リー
ダー育成の仕組みづくり
・防災関係機関と地域コミュニティが
連携した防災教育の仕組みづくり
・防災関係機関と地域コミュニティが
連携した避難訓練の仕組みづくり

●
引き続き実
施

・防災士等と連携した地域防災リー
ダー育成の仕組みづくり（町内在住の
防災士による防災士連絡協議会の設
立）
・防災関係機関と地域コミュニティが
連携した防災教育の仕組みづくり
・防災関係機関と地域コミュニティが
連携した避難訓練の仕組みづくり（自
主防災組織が中心となった地区の避
難訓練を拡大して行える体制づくり）

●
引き続き実
施

・＜緊急行動計画＞学校での防災教育のため、
教育関係者等と連携した指導計画、教材資料等
の作成支援

全市町、香川県、国
土地理院、四国地
整

・小学校での防災教育の実施
・飯野小学校で施行授業を実施

●
引き続き実
施

・小学校での防災教育の実施
・防災について教材資料の作成支援

●
引き続き実
施

・小学校での防災教育の実施
・防災パンフレットの提供

●
引き続き実
施

・小学校、中学校での防災教育の実
施

●
引き続き実
施

・全小学校・中学校で防災出前講座
（防災教育）を実施
・避難訓練時に防災知識の向上にな
るような公演の開催
・消防本部と連携し、小学校の避難
訓練において、地震体験や煙体験等
を実施

●
引き続き実
施

・小学校での防災教育の実施
・防災のしおりを各小中学校に配布

●
引き続き実
施

・小学校での防災教育の実施（防災
学習の機会に、担当教諭と連携し、
地域の災害リスク、災害対策本部に
ついてなどの情報提供）

●
引き続き実
施

・「中讃地域　防災・減災・縮災ネットワーク・プリ
ジェクト」人材育成の取組の推進（取組No.23とリン
ク）

丸亀市、まんのう
町、香川県。四国地
整

・主幹メンバーと連携し、「中讃地域
防災・減災・縮災ネットワーク・プロジェ
クト」の推進

●
引き続き実
施

・主幹メンバーと連携し、「中讃地域
防災・減災・縮災ネットワーク・プロジェ
クト」の推進

●
引き続き実
施

21 ・協定締結自治体等との連携強化を図るため、関
係機関と合同での災害時対応訓練の実施

A11、
G1～6

全市町、香川県、気
象台、四国地整

・職員防災訓練時において協定締結
自治体への、また、自治体からの通
信訓練の実施

●
引き続き実
施

・災害時対応訓練の実施
●
引き続き実
施

・災害時対応訓練の実施
●
引き続き実
施

・災害時対応訓練の実施
●
引き続き実
施

・災害時対応訓練の実施（香川県緊
急消防援助隊受援訓練に参加）

●
引き続き実
施

・災害時対応訓練の実施
●
引き続き実
施

・災害時対応訓練の実施（県が主体
となった訓練を実施）

●
引き続き実
施

22
・地域全体での広域的な連携体制の強化を図る
ため、大規模水害を想定した国・県・市町の合同
訓練の実施

G1～6
全市町、香川県、気
象台、四国地整

・大規模水害を想定した合同訓練（総
合水防演習）の実施

●
引き続き実
施

・大規模水害を想定した合同訓練（総
合水防演習）の実施

●
引き続き実
施

・大規模水害を想定した合同訓練（総
合水防演習）の実施

●
引き続き実
施

・大規模水害を想定した合同訓練（総
合水防演習）の実施

●
引き続き実
施

・大規模水害を想定した合同訓練（総
合水防演習）の実施

●
引き続き実
施

・大規模水害を想定した合同訓練（総
合水防演習）の実施

●
引き続き実
施

・大規模水害を想定した合同訓練（総
合水防演習）の実施

●
引き続き実
施

   ⾚字：令和2年度の取組状況を反映した更新箇所 ●：実施中（実施済み）　　○：実施予定　　－：対象なし　　　　　：取組主体外

１）水害に対する安全性の向上および危機意識の向上とともに、迅速かつ的確な避難行動の
ための取組（つづき）

琴平町 多度津町 まんのう町
項目

事項
取組
番号

内容
課題の
対応

20
A1～
5、E4、
F1、F2

19
A2、
A4、

A5、F1

取組主体
丸亀市 坂出市 善通寺市 宇多津町



○令和2年度時点の取組状況（詳細版）と取組項目仕分け（案）について ：ハード対策（流域治⽔に位置付け案） ：未着⼿・未実施の取組が含まれる取組項⽬

実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期

■地域連携体制の強化に関する取組

・地域防災力の向上のため、地域コミュニティや自
主防災組織の横の連携強化や活性化、地域連携
による情報共有の仕組みづくり

丸亀市、坂出市、宇
多津町、琴平町、多
度津町、まんのう町

・自主防災組織及び防災士会の連絡
協議会の設置
・地域担当職員（まちづくり・防災・保
健担当）制度の実施

●
引き続き実
施

・地域コミュニティや自主防災組織の
横の連携強化や活性化の仕組みづく
り
・防災関係機関と地域コミュニティが
連携した情報共有の仕組みづくり

●
引き続き実
施

－ －

・地域コミュニティや自主防災組織の
横の連携強化や活性化するための仕
組みづくり（自治会連合会防災訓練の
実施）

●
引き続き実
施

・地域コミュニティや自主防災組織の
横の連携強化や活性化の仕組みづく
り（防災出前講座にて町内の先進的
な自主防活動を他の自主防災組織
に周知）
・防災関係機関と地域コミュニティが
連携した情報共有の仕組みづくり

●
引き続き実
施

・地域コミュニティや自主防災組織の
横の連携強化や活性化の仕組みづく
り
・防災関係機関と地域コミュニティが
連携した情報共有の仕組みづくり
・多度津町自主防災組織連絡会を定
期的に開催

●
引き続き実
施

・地域コミュニティや自主防災組織の
横の連携強化や活性化するための仕
組みづくり（自主防災組織の活性化に
向けた地区防災計画策定の推進な
ど）

●
引き続き実
施

・＜緊急行動計画＞地域包括支援センター・ケア
マネジャーと連携した取組の推進

坂出市、宇多津町、
琴平町、香川県

－ －
・地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーと連携した取組の推進

●
引き続き実
施

－ － ・ケアマネージャーとの連絡会の実施
●
引き続き実
施

・地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーと連携した取組の推進

〇
順次実施

－ － － －

・「中讃地域　防災・減災・縮災ネットワーク・プリ
ジェクト」地域連携の取組の推進（取組No.20とリン
ク）

丸亀市、まんのう
町、香川県。四国地
整

・主幹メンバーと連携し、「中讃地域
防災・減災・縮災ネットワーク・プロジェ
クト」の推進

●
引き続き実
施

・主幹メンバーと連携し、「中讃地域
防災・減災・縮災ネットワーク・プロジェ
クト」の推進

●
引き続き実
施

24
・地域防災力の向上および災害時の地域機能継
続のため、災害時対応協定等の事業所（民間企
業）との連携強化

F4
全市町、香川県、四
国地整

・事業所との災害時対応協定の締結
●
引き続き実
施

・事業所との災害時対応協定の締結
●
引き続き実
施

・事業所との災害時対応協定の締結
●
引き続き実
施

・事業所との災害時対応協定の締結
●
引き続き実
施

・建設業協会との災害時対応協定の
締結
・観光ホテルとの避難に関する協定を
検討中
・ガソリンスタンドとの災害時に備えた
協定を締結

●
引き続き実
施

・事業所との災害時対応協定の締結
（緊急避難場所の使用に関する協
定・物流拠点施設の使用に関する協
定を締結）

●
引き続き実
施

・事業所との災害時対応協定の締結
（民間企業と災害時の一時避難場所
使用の協定の締結）

●
引き続き実
施

■水防活動の効率化および水防体制の強化に関する取組

25 ・水防活動に必要な備蓄品、資機材の整備 I1～3
全市町、香川県、四
国地整

・コミュニティ単位での備蓄品、水防
資機材等の配備

●
引き続き実
施

・コミュニティ単位での備蓄品、水防
資機材等の配備

●
引き続き実
施

・計画的な備蓄品・資機材の整備充
実

●
引き続き実
施

・コミュニティ単位での備蓄品、水防
資機材等の配備

●
引き続き実
施

・計画的な備蓄品・資機材の整備充
実
・琴平町備蓄計画の策定

●
引き続き実
施
●
実施済み

・消防団やコミュニティ単位での備蓄
品、水防資機材等の配備
・4自治会に土のうステーションを設置

●
引き続き実
施

・コミュニティ単位での備蓄品、水防
資機材等の配備

●
引き続き実
施

27 ・水防連絡会等による水防団等との共同点検の
実施

H1 全市町、四国地整
・水防連絡会の開催
・重要水防箇所の確認

●
毎年出水期
前に実施

・水防連絡会の開催
・重要水防箇所の確認

●
毎年出水期
前に実施

・水防連絡会の開催（土器川では未
実施）
・重要水防箇所の確認

●
毎年出水期
前に実施

・水防連絡会の開催
・重要水防箇所の確認

●
毎年出水期
前に実施

・水防連絡会の開催
・重要水防箇所の確認

●
毎年出水期
前に実施

・水防連絡会の開催
・重要水防箇所の確認

●
毎年出水期
前に実施

・水防連絡会の開催
・重要水防箇所の確認

●
毎年出水期
前に実施

・水防活動に関する広報の充実 全市町、四国地整 ・広報誌等による広報の充実
●
引き続き実
施

・広報誌等による広報の充実
●
引き続き実
施

・ウェブサイト・ＳＮＳ活用による広報
●
引き続き実
施

・広報誌等による広報の充実
●
引き続き実
施

・広報誌等による広報の充実
●
引き続き実
施

・広報誌等による広報の充実
●
引き続き実
施

・広報誌等による広報の充実
・HP,広報で水防警戒に関する情報を
提供

●
引き続き実
施

・＜緊急行動計画＞水防に関する情報を一元的
に扱う「水防ポータル」の周知、利用促進

丸亀市、坂出市、宇
多津町、琴平町、多
度津町、香川県、四

国地整

・「水防ポータル」を市ホームページに
リンク掲載

●
実施済み

・水防に関する情報を一元的に扱う
「水防ポータル」の周知、利用促進

●
引き続き実
施

－ －
・広報誌等による広報の充実
・町ホームページに「水防ポータル」の
リンクを掲載

〇
令和3年度
以降実施

・水防に関する情報を一元的に扱う
「水防ポータル」の周知、利用促進

〇
順次実施

・広報誌等による広報の充実（町ホー
ムページに「水防ポータル」のリンクを
掲載）

●
令和2年度

－ －

29 ・水防団、自主防災組織、消防署等の関係機関
が連携した水防訓練の実施

H1～3
全市町、香川県、気
象台、四国地整

・水防工法技術講習会の実施
・土器川総合水防演習の実施（４年に
１回）

●
引き続き実
施

・水防工法技術講習会の実施
・土器川総合水防演習の実施（４年に
１回）

●
引き続き実
施

・水防工法技術講習会の実施
・土器川総合水防演習の実施（４年に
１回）

●
引き続き実
施

・水防工法技術講習会の実施
・土器川総合水防演習の実施（４年に
１回）

●
引き続き実
施

・水防工法技術講習会の実施
・土器川総合水防演習の実施（４年に
１回）

●
引き続き実
施

・水防工法技術講習会の実施
・土器川総合水防演習の実施（４年に
１回）

●
引き続き実
施

・水防工法技術講習会の実施
・土器川総合水防演習の実施（４年に
１回）

●
引き続き実
施

■県・市町庁舎、災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する取組

30

・要配慮者利用施設等における避難確保計画の
作成支援および情報伝達の充実
・＜緊急行動計画＞H26.9水防法改正に応じた
避難確保計画の作成と避難訓練の実施

J1

丸亀市、坂出市、宇
多津町、琴平町、多
度津町、まんのう
町、四国地整

・要配慮者利用施設（入所・入院）へ
の防災行政無線戸別受信機の設置
・避難確保計画の作成支援と避難訓
練の支援

●
引き続き実
施

・避難確保計画の作成支援と避難訓
練の支援

●
引き続き実
施

－ ー
・避難確保計画の作成支援
・避難訓練の支援

●
引き続き実
施

・避難確保計画の作成支援
・避難訓練の支援
・要配慮者利用施設への防災行政無
線戸別受信機の設置

●
引き続き実
施

・避難確保計画の作成支援（R2.11説
明会開催）
・避難訓練の支援
（金倉川洪水浸水想定区域の見直し
に伴い、対象施設の増加）

●
引き続き実
施

・避難確保計画の作成支援と避難訓
練の支援

●
引き続き実
施

31
・浸水時においても災害対応を継続するため、市
町庁舎、災害拠点病院等の機能確保対策（自衛
水防）の充実

J1
丸亀市、宇多津町、
多度津町

・浸水防災対策（止水板、排水ポンプ
等）、防災用資機材の整備

●
引き続き実
施

－ ー － ー ・防災用資機材の整備
●
引き続き実
施

－ ー

・浸水防災対策（止水板、排水ポンプ
等）、防災用資機材の整備
・老朽化に伴う可搬式エンジンポンプ
4台の更新
・民間業者と浸水対策作業に関する
協定を締結

●
引き続き実
施

－ ー

■排水活動の強化に関する取組

■排水施設の整備に関する取組

34

・排水施設が浸水時においても排水能力を継続
するため、雨水ポンプ場の整備・耐水化
・＜緊急行動計画＞樋門・樋管等の無動力化、
遠隔操作化による確実な施設運用体制の確保

K1、
K2、
K5

坂出市、宇多津町、
四国地整

－ ー
・雨水ポンプ場の停電対策、年燃料
確保

●
引き続き実
施

・雨水ポンプ場の停電対策、年燃料
確保（雨水ポンプ場の改築）
・塩浜ポンプ場…実施済
・川東ポンプ場…予定あり
・雨水貯留槽設置…2カ所実施済、1
カ所予定

●
引き続き実
施
●
引き続き実
施（4番目の
実施内容）

－ ー

■生活再建に関する取組

35

・一刻も早い生活再建、復旧・復興を推進するた
め、被災者支援制度（被災者支援システム）の充
実
・＜緊急行動計画＞災害対応力の向上を図るた
め、災害時及び災害復旧に対する人材育成プロ
グラムの実施

J1

丸亀市、坂出市、宇
多津町、多度津町、
まんのう町、四国地
整

・被災者支援システムの整備・拡充
（県下統一システムで運用）

●
引き続き実
施（令和2年
度にシステ
ム変更）

被災者支援システムの整備（令和2
年度に導入）

●
引き続き実
施

－ ー ・被災者支援システムの整備
●
引き続き実
施

－ ー
・被災者支援システムの整備・運用
（県防災情報システム）

●
引き続き実
施（令和2年
度にシステ
ム変更）

・香川県防災システムによる被災者
支援システムの整備・運用

●
引き続き実
施

   ⾚字：令和2年度の取組状況を反映した更新箇所 ●：実施中（実施済み）　　○：実施予定　　－：対象なし　　　　　：取組主体外

１）水害に対する安全性の向上および危機意識の向上とともに、迅速かつ的確な避難行動の
ための取組（つづき）

善通寺市 宇多津町 琴平町 多度津町 まんのう町
項目

事項
取組
番号

内容
課題の
対応

取組主体
丸亀市 坂出市

３）一刻も早い生活再建、社会経済活動の回復を可能とするための排水活動、施設整備（防
災機能の維持）の取組

23 F1、F2

２）洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための的確かつ効率的な水防活動の取組

28 H4



令和３年度の重点的な取組について

土器川大規模氾濫に関する減災対策協議会



令和３年度の重点的な取組（案）

①「中讃地域 防災・減災・縮災ネットワーク・プロジェクト」
の推進
・コミュニケーション・ツールを使用した情報共有の推進
・プロジェクトの具体的な取組の推進

②多機関連携型タイムラインの推進
・各市町版の「多機関連携型タイムライン（素案）」を基に、関係
機関と連携して、具体的な検討を進めタイムラインの活用を推
進

1



①「中讃地域 防災・減災・縮災ネットワーク」の推進

【目的】

 中讃地域における多種多様な組織・団体が連携することにより、
地域住民が迅速かつ的確な命を守る避難行動を実行できる“避難
支援体制づくり”や、地域が迅速かつ柔軟な復旧・復興を成し遂げ
られる“災害に強い地域づくり”を目指して、「人材育成と地域連携
の仕組みづくり」を継続的に推進

【活動内容】

 中讃地域において、プロジェクトの中核となる「枠組み（組織、場）」
を構築することにより、地域防災のプラットフォームを形成し、地域
の既存組織と広くつながる環境を整備

 「人材育成プロジェクト」と「地域連携プロジェクト」の具体的な活動
を実施することにより、地域の情報共有、地域活動の共同参画、
災害時の協力体制などの新たな仕組みを醸成

2



プロジェクトの実施テーマと組織メンバー

【実施テーマ】

『中讃地域 防災・減災・縮災ネットワーク』の構築・推進

キャッチコピー：“中讃地域のみんなでつながろう” 

コミュニケーション・アプリの導入

①人材育成プロジェクト：地域防災リーダーの育成

②地域連携プロジェクト：多種多様な組織との連携

【組織メンバー】
・主幹メンバー：香川県、丸亀市、まんのう町、香川県防災士会中讃支部、

香川大学（四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構）、
香川河川国道事務所、高松地方気象台

注）中讃地域の他の自治体にもメンバー拡大を予定

・協力メンバー：地域防災関連組織、社会福祉関連組織、まちづくり推進組
織、NPO団体、ライフライン事業者、民間企業 など

・支援メンバー：徳島大学人と地域共創センター（ワークショップ等の社会技
術の支援）など 3



②多機関連携型タイムラインの推進

5

取組No.11

避難指示等着目型タイムライン 多機関連携型タイムライン

市町村長による避難指示等の発令に着目して
、河川管理者と市町村等が協力して作成・運用
する。

迅速かつ効率的な防災行動の実施を目指し、
河川管理者、市町村、気象台等に加え、様々
な関係者による多様な防災行動を対象として、
多くの関係機関が連携して作成・運用する。

水害対応タイムライン

市町 対象河川

丸亀市 土器川

坂出市 大束川（土器川の情報追加）

善通寺市 金倉川（土器川の情報追加）

宇多津町 土器川、大束川

琴平町 土器川、金倉川

多度津町 金倉川（土器川の情報追加）

まんのう町 土器川

平成２９年２月作成済み 各市町版タイムライン（素案）を基に、
香川県と連携して検討する。

機関名 対象となる関係機関

防災関係機関 警察、消防本部、消防団、自衛隊

ライフライン 四国電力、ＮＴＴ、四国ガス

交通機関 ＪＲ四国、琴参バス、琴平電鉄

要配慮者施設 協定受入施設

報道機関 テレビ放送局、ラジオ放送局

※赤字：先行作成の「丸亀市版（案）」では対象外

対象となる関係機関（案）

中讃地域の単位で、香川県と連携して、多機関連携型タイムラインの活用を推進する。
金倉川、大束川の想定最大規模の浸水想定区域図も反映する。



多機関連携型タイムライン（案）【丸亀市】

6

取組No.11 H30年度作成

台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、土器川直轄河川管理区間沿川における
丸亀市の様々な関係者による多様な防災行動を対象とした多機関連携型タイムライン（案）

香川河川国道事務所 住民等丸亀市気象・水象情報

水防団待機水位到達
祓川橋水位観測所（水位2.7m）

水防警報（待機・準備）

氾濫注意水位到達
祓川橋水位観測所（水位3.7m）

避難判断水位到達
祓川橋水位観測所（水位4.3m）

洪水予報
（氾濫注意情報）

洪水予報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
祓川橋水位観測所（水位4.6m）

○ホットライン

堤防決壊によるはん濫

◇台風説明会

氾濫発生

○管理施設（水門・排水機場等）の点検・操作
確認

○リエゾンの派遣

○災害対策用機械の派遣

◇台風の予報

-72h

-48h

-24h

-6h
程度

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○リエゾン体制の確認

○関係機関への連絡体制の確認

○出水時点検（巡視）

○CCTVによる監視強化

【注意体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○水門、樋門、排水機場の操作要請

○防災エキスパート等の要請

○危険情報を随時情報提供

○ホットライン

○TEC-FORCE（排水ポンプ車等含む）の派遣

◇台風に関する香川県気象情報（随時）

◇大雨、洪水警報発表

-2h
程度

0h

-1h
程度

○ホットライン（高松地方気象台）

水防警報
（情報）

-4h
程度

○緊急復旧

洪水予報（氾濫発生情報）

○官庁施設・通信施設等の点検

○排水ポンプ車・照明車の運用管理

○被害状況・調査結果等の公表

第一次配備体制
【災害警戒本部】

○水防団への指示第二次配備体制
【水防本部】

第三次配備体制
【災害対策本部】

避難対象地区
へ避難指示

避難対象地区へ
高齢者等避難 開始

○適時、河川水位、雨量、降水短時間予報を
確認

○自主避難者受け入れ

避難対象地区へ緊急安全確保

要配慮者避難開始

○避難が必要な状況が夜間・早朝の場合は、
避難準備・高齢者等避難開始の発令判断

○必要に応じ、助言の要請

○連絡要員の配置

○管理職の配置

避難開始

○首長若しくは代理者の登庁

○巡視・水防活動状況報告

○要配慮者施設、大規模事業者に洪水予報
伝達

○災害対策用機械（排水ポンプ車・照明車等）
の派遣要請

○テレビ、ラジオ、インター
ネット等による気象警報
等の確認

○防災無線、携帯メール等
による避難準備・高齢者
等避難開始の受信

○避難の準備（要配慮者以
外）

○テレビ、インターネット、携
帯メール等による大雨や
河川の状況を確認

○防災無線、携帯メール等
による避難準備・高齢者
等避難開始の受信

○水防団等への注意喚起

○自衛隊の派遣要請（市長→県知事）

○避難者への支援

○ハザードマップ等による
避難所・避難ルートの確
認

避難解除

○防災グッズの準備

○自宅保全

○大雨特別警報発表の住民への周知

◇大雨、洪水注意報発表

※台風最接近

○危険情報を随時情報提供

○防災無線、携帯メール等
による避難指示（緊急）・
避難勧告の受信

レ
ベ
ル

１

レ
ベ
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警
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レ
ベ
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４
危
険

水
位
危
険
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レ
ベ
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↓

レ
ベ
ル
５

↓（参考）過去洪水における時間

○指定緊急避難場所及び指定避難所開設の
準備

○適時、河川水位、雨量、降水短時間予報を
確認

○樋門操作員への待機出動指示

○はん濫危険水位を超え、さらに上昇が見込
まれ、樋門操作が安全に行えないと判断さ
れる場合は樋門操作員へ退避要請

○樋門操作員への退避指示

○TEC-FORCEの派遣要請

○消防の応援に関する要請（市長→消防署）

○堤防調査委員会の設置

避難完了

○避難者への支援

○危険箇所を随時情報提供

※気象・水象情報に関する発表タイミ
ングについては、地域・事象によって
異なります。

◇大雨特別警報発表

○ホットライン

○被害状況の把握

○水防備蓄資材等の確保

○管理施設（排水ポンプ等）の点検・操作確認

防災関係機関
警察､

消防本部、消防団

ライフライン
四国電力､ＮＴＴ

交通機関
ＪＲ四国､琴参バス

要配
慮者
施設
協定受
入施設

○避難者の緊急
受入（協定施
設）

洪水予報
（氾濫危険情報）

○水防巡視（消防団）

○水防巡視・活動（消防団）

○救助・救出活動（消防本部、消
防団）

○設備の巡視および資機材の
点検（四電）

○災対用機器の点検・準備
（ポータブル衛星、衛星携帯
電話、移動電源車等）（NTT）

○台風説明会への参加（NTT）

○台風通過時の体制確保
（NTT）

○台風通過後のパトロール体
制確保（NTT）

○ＮＴＴビルへの防水板設置
（NTT）

○台風情報、その他気象情報
の収集（NTT）

○浸水解消後、本格的な復旧
活動に着手（四電）

○災害対策室（情連室）設置と班
員の待機（NTT）

○応急復旧（NTT）
○リエゾン派遣（NTT）
○被災状況把握（パトロール）

（NTT）
○被災対応拠点にポータブル

衛星設置、衛星携帯電話貸
出、移動電源車による給電
（NTT）

○台風進路により、風雨が規
制値を超えると想定される
場合は、今後の運行計画を
立てる（JR）

○列車運行に支障がある場合

は、お客様にその情報提供
（ホームページやプレス、駅
への掲示、放送案内等）
（JR）

○浸水等の危険性がある場合
は、安全確保を最優先とし
た対応を実施する。状況に
より車両の移動についても
検討・実施する (JR）

○バスの運休を検討（琴参バ
ス）

○運行状況の利用者への周知
（琴電バス）

○運行情報の提供（琴参バス）

○災害時の通信設備対応
（NTT）

（警察）
○災害情報の収集伝達及び被実態

の把握
○被災者の救出救助及び避難指示
○交通規制及び管制
○広域応援等の要請及び受入れ
○遺体の検視（見分）等の措置

○犯罪の予防及び取締り、その他
治安維持 等

※市や住民からの要請等により行動

【非常体制】（四電）
○災害対策本部設置

※災害関連警報が継続され
ており、管内の災害が広範
囲にわたる場合、もしくは
それが確実である場合

【厳重警戒体制】（四電）

※災害関連警報発令中で管
内に単発的な災害が発生
し、拡大が予想される場合

【警戒体制】（四電）
○情報収集・連絡要員を配置

※台風の接近に伴い、管内に
災害関連警報が発令され
た場合

水防警報
（出動）

○消防資機材等の点検（消防本
部、消防団）

○災害情報等の収集（消防本部）




